
一般競争入札公告 

 

小規模保育施設（Ｂ型）『（仮）保育室ぷち・めりー』の改装工事について、一般競争入札を行います

ので、入札参加申請の受付の期間及び方法を次のとおり公告します。 

 

平成 30 年 9 月 14 日 

ＮＰＯ法人 Ｓぷれあです 

代表理事 檜森 清美 

１． 工事の概要 

 

（１）工事名 小規模保育施設（Ｂ型）『（仮）保育室ぷち・めりー』改

装工事 

（２）工事場所 埼玉県草加市氷川町 

（３）工事内容 構造：鉄筋骨 

延床面積：59.99 ㎡ 

用途：保育施設（小規模保育施設（Ｂ型）） 

（４）予定工期  自 平成 30 年 11 月 1 日 

至 平成 31 年 02 月末日 

（５）予定価格 公表なし 

（６）最低制限価格 あり（入札の開票直前に公表する） 

（７）設計業務の受託者 T&T ARCHITECTS  角田正弘 

埼玉県さいたま市北区盆栽町 151-101 

 

２． 入札参加資格に関する事項 

入札に参加するものは次の資格条件を満たす者とする。 

 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しない者 

（２） 草加市建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者 

（３） 公告日から入札日までの期間に、草加市建設工事等請負業者指名停止基準

に基づく指名停止措置を受けていない者。ただし、これらの者が入札参加

資格者の２分の１を下回る場合において、当該入札の実施に当たり、透明

性及び競争性の確保が十分図れないと認めるときは、当該入札の公告予定

日以後、入札参加申込書の提出期限の日前に指名停止措置の期間が満了

し、当該期間満了の日後当該提出期限の日までに当該入札参加申込書を提

出する者を一般競争入札に参加できる者とすることができる。 



（４）  本工事に対応する許可業種につき、営業年数が少なくとも 10 年以上ある

こと 

（５） 本工事の入札参加確認申請書提出期限日以前６か月から開札の日までの

間、金融機関等において、不当たり手形等を出していないこと 

（６） 本工事の他の入札参加資格者と、資本又は人事面において強い関連がある

者でないこと 

（７） 当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本、人事面若しく

は技術面において強い関連があるものでないこと 

 

３． 入札参加届及び提出資料 

 

（１） 入札参加届（様式は任意）  

（２） 配置予定技術者調書（様式は任意）  

（３） その他代表理事が必要と認めるもの  

 

４． 入札参加届及び提出資料の受付期間及び受付場所等 

 

受付場所及び期間 埼玉県草加市住吉 1-11-17 三田荘 1 階 

ＮＰＯ法人Ｓぷれあです 

平成 30 年 9 月 25 日（火）～平成 30 年 9 月 29（土） 

郵送にて受付 

図面等受け渡しについては受付後、平成30年10月1（月） 

以降に個別に連絡・受け渡します 

 

５． 入札の日時及び場所 

 

日時及び場所 平成 30 年 10 月 10 日（水）14：00 

埼玉県草加市住吉 1-11-17 三田荘 201 

ＮＰＯ法人Ｓぷれあです 事務所 

 

６． その他 

 

（１）入札保証金等 ①入札保証金  免除とする。 

②契約保証金  免除とする。 

③入札価格は、消費税を含む金額とする。 

（２）落札者の決定方法等 ①最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行っ

た入札者を落札者とする。 

②落札者により当該契約の内容に適合した履行がなさ



れない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約

を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる

恐れがあって、著しく不適当であると認められるとき

は、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内で

最低の価格を持って有効な入札を行った者を落札者と

することができる。 

（３）問合わせ先等 埼玉県草加市住吉 1-11-17 三田荘 1 階 

ＮＰＯ法人Ｓぷれあです 

担当：檜森 清美 

E-mail：soka.merry.since2005@gmail.com 

（４）入札を無効とする場合  各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とし

ます。 

  ア．参加する資格のない者。 

  イ．当該競争について不正行為を行った者。 

  ウ．入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱 

又は判読不可能なものを提出した者。 

  エ．一人で二以上の入札をした者。 

  オ．代理人でその資格のない者。 

  カ．前各号に掲げるもののほか、競争の条件に 

違反した者。 

（５）入札を中止とする場合 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止しま

す。この場合の損害は入札者の負担とします。 

ア． 入札参加者が連合し、又は不穏の行動なす 

等の場合において、入札を公正に執行する 

ことができないと認められるとき。 

イ． 天災その他やむを得ない理由により、入札 

又は開札を行うことができないとき。 

ウ． 入札辞退等により入札参加者が１社と 

なったとき。 

 


